
 

 

2019年 10月から「地方税共通納税システム」による電子納税がスタートします 

 

＜地方税共通納税システムとは＞ 

 金融機関の窓口へ出向くことなく，自宅や職場のパソコンから，一度の操作で複数の都道府県・市区

町村へ電子納税ができる仕組みです。 

 「個人住民税（特別徴収分）」などの電子納税が可能となります。 

 現在，（一社）地方税共同機構が利用開始に向けた準備を進めています。 

 サービス内容や利用手続きについては、eLTAX ホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧くださ

い。 

 

  


